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4 電子的な医療情報を扱う際の責任のあり方 

 

医療に関わるすべての行為は医療法等で医療機関等の管理者の責任で行うことが求めら

れており、医療情報の取扱いも同様である。このことから、収集、保管、破棄を通じて刑

法等に定められている守秘義務、個人情報保護に関する諸法及び指針の他、診療情報の扱

いに関わる法令、通知、指針等により定められている要件を満たすために適切な取扱が求

められる。 

故意及び重過失をもって、これらの要件に反する行為を行えば刑法上の秘密漏示罪で犯

罪として処罰される場合があるが、診療情報等については過失による漏えいや目的外利用

も同様に大きな問題となり得る。そのような事態が生じないよう適切な管理をする必要が

ある。そのためには管理者に善良なる管理者の注意義務（善管注意義務）を果たすことが

求められ、その具体的内容は、扱う情報や状況によって異なるものである。 

本来、医療情報の価値と重要性はその媒体によって変化するものではなく、医療機関等の

管理者は、そもそも紙やフィルムによる記録を院内に保存する場合と電子化して保存する

場合とでは、尐なくとも同等の善管注意義務を負うと考えられる。 

ただし、電子化された情報は、次のような固有の特殊性もある。 

 

・ 紙の媒体やフィルム等に比べてその動きが一般の人にとって分かりにくい側面があ

ること。 

・ 漏えい等の事態が生じた場合に、一瞬かつ大量に情報が漏えいする可能性が高いこと。 

・ さらに医療従事者が情報取扱の専門家とは限らないため、その安全な保護に慣れてい

ないケースが多いこと。 

 

従って、それぞれの医療機関等がその事情によりメリット・デメリットを勘案して電子化

の実施範囲及びその方法を検討し、導入するシステムの機能や運用方法を選択して、それ

に対し求められる安全基準等への対応を決める必要がある。 

また、電子化された医療情報が医療機関等の施設内だけにとどまって存在するという状況

のみならず、ネットワークを用いた交換・共有・委託等が考えられる状況下では、その管

理責任は医療機関等が負うだけでなく、ネットワーク上のサービスを提供する事業者やネ

ットワークを提供する通信事業者等にもまたがるようになる。 

本章では、これらの関係者間での電子的な医療情報の取扱いについて「医療機関等の管

理者の情報保護責任の内容と範囲」及び「他の医療機関等や事業者に情報処理の委託や他

の業務の委託に付随して医療情報を委託する場合と第三者提供した場合」の責任のあり方

として責任分界という概念を用いて整理した。 

 


